
 

 

令和７年３月１９日  

報 道 発 表 資 料  

川崎市（健康福祉局）  

  

帯状疱疹ワクチンの定期接種について 

対象者、実施期間及び自己負担金を決定しました 
 

帯状疱疹については、厚生労働省において、令和７年度から予防接種法のＢ類疾病（個人の発病又はその重症化

を防止し、併せてそのまん延予防に資することを目的とする類型）に位置付け、同法に基づく定期接種を４月から

実施することが示されました。 

本市における帯状疱疹ワクチンの定期接種について、対象者、実施期間、自己負担金等を、次のとおり決定しま

したのでお知らせします。なお、６５歳以上の対象者に対して、６月下旬に個別通知を送付する予定です。 

 

１ 令和７年度 帯状疱疹ワクチン定期接種の概要 

(1) 実施期間 

令和７年４月１日（火）～令和８年３月３１日（火） 

(2) 対象者 

ア 実施期間中に６５、７０、７５、８０、８５、９０、９５、１００歳を迎える方、１００歳以上（※３） 

の方。 

年　齢

６５歳 昭和３５年 (１９６０年) ４月２日 ～ 昭和３６年 (１９６１年) ４月１日 生

７０歳 昭和３０年 (１９５５年) ４月２日 ～ 昭和３１年 (１９５６年) ４月１日 生

７５歳 昭和２５年 (１９５０年) ４月２日 ～ 昭和２６年 (１９５１年) ４月１日 生

８０歳 昭和２０年 (１９４５年) ４月２日 ～ 昭和２１年 (１９４６年) ４月１日 生

８５歳 昭和１５年 (１９４０年) ４月２日 ～ 昭和１６年 (１９４１年) ４月１日 生

９０歳 昭和１０年 (１９３５年) ４月２日 ～ 昭和１１年 (１９３６年) ４月１日 生

９５歳 昭和　５年 (１９３０年) ４月２日 ～ 昭和　６年 (１９３１年) ４月１日 生

１００歳以上

  令和７年度に対象になる方の生年月日

大正１５年（１９２６年）４月１日以前に生まれた方  
イ 接種日時点で６０歳～６５歳未満の方で、ヒト免疫不全ウイルス（ＨＩＶ）により免疫の機能に日常生活 

がほとんど不可能な程度の障害を有する方（障害１級程度） 

（接種時に手帳や診断書等の証明書類を医療機関に提示していただく必要があります。） 

  ※１ ア、イとも、接種日に川崎市に住民登録があることが条件となります。 

※２ 令和７年度中に６６歳以上の年齢を迎える方で、上記に該当しない方は、来年度以降、７０、７５、 

  ８０、８５、９０、９５、１００歳を迎える年度に対象となります。 

※３ １０１歳以上の方は、令和７年度に限り対象となります。 

(3) 使用するワクチン・接種回数・自己負担金 

  ２種類のワクチンのいずれかを選択して接種します。 

ワクチンの種類 接種回数 自己負担金

生ワクチン(阪大微研） １回 　４，０００円

組換えワクチン
(GSK社）

２回
１０，０００円
（１回あたり）

※　組換えワクチンは、２回の接種を
　実施しますので、合計の自己負担金
　は２０，０００円となります。

原則として２か月

以上の間隔を置く
 



 

ただし、自己負担金について、次に該当する方は免除制度が適用され、全額公費負担（無料）となります。  

ア 生活保護世帯に属する方 

イ 市民税非課税世帯に属する方 

ウ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に

関する法律に基づく支援の対象者の方 

※ ア～ウいずれも、接種時に免除の対象であることを証明する指定の書類の提出が必要です。 

(4) 接種場所 

市内協力医療機関 

※ 医療機関一覧については、３月末に市ホームページに掲載します。 

（https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000173409.html）     

(5) 個別通知 

令和７年４月１日時点における(2)対象者アに該当する方へ６月下旬をめどに個別通知の発送を予定して

います。 

原則、個別通知に同封される予診票を医療機関に持参し接種していただきます。 

※ (2)対象者イに該当し、接種を希望する方は、川崎市予防接種コールセンターで後日予診票発行を受け

付けます。受付開始日は上記ホームページでお知らせします。 

(6) 接種予約 

接種を希望される方が直接医療機関にお申込みいただきます。 

 

２ 定期接種の対象以外の方について 

定期接種の対象者に該当しない方や、定期接種の時期以外に接種したい方は「任意接種」として接種をして

いただくことが可能です。 

任意接種については全額自己負担となり、接種費用や実施時期等は、医療機関により異なります。 

任意接種を希望される方は、直接医療機関にお問い合わせください。 

なお、対象者の方でも、実施期間中に１(3)で示した接種回数を超えて接種した場合、その接種については定

期接種となりません。任意接種として全額自己負担となります。 

 

３ 市民からの問合せ窓口 

川崎市予防接種コールセンター 

  電話  ：０４４－２００－０１４４ 

  ファクス：０４４－２００－１０６５ 

 対応時間：午前８時３０分から午後５時１５分まで（月曜日から金曜日 ※祝日、年末年始除く） 

※ 川崎市予防接種コールセンターでは、接種予約は行いません。 

 

 

 

 

【問合せ先】 

川崎市健康福祉局保健医療政策部予防接種企画担当 江口 

電話：０４４－２００－１０８５ 


